
○国立大学法人埼玉大学寄附講座及び寄附研究部門規則  
 

令和６年７月25日  
規 則 第 1 0 号 

 
（趣旨）  

第１条  この規則は、国立大学法人埼玉大学（以下「本学」という。）における寄

附講座及び寄附研究部門（以下「寄附講座等」という。）の実施に関し、必要な

事項を定める。  

 （目的）  

第２条  寄附講座等は、奨学を目的とする民間企業等からの寄附を有効に活用して

本学の主体性の下に設置運営し、本学の教育研究の進展及び充実に資することを

目的とする。  

（定義）  

第３条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。  

(1) 寄附講座 各学部又は各大学院研究科において行われる教育研究に相当する

ものを実施するもので、民間企業等からの寄附により教員給与、研究費、旅費、

光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。  

(2) 寄附研究部門 教育機構、研究機構、図書館、情報メディア基盤センター、

ダイバーシティ推進センター又は国際本部において行われる研究に相当するも

のを実施するもので、民間企業等からの寄附により教員給与、研究費、旅費、

光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。  

(3) 部局 各学部、各大学院研究科、教育機構、研究機構、図書館、情報メディ

ア基盤センター、ダイバーシティ推進センター及び国際本部をいう。  

(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。  

（名称）  

第４条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付

するものとする。  

２ 寄附講座等の名称について、寄附者から申出があった場合は、寄附者が明らか

となる名を前項の名称に付加することができる。  

 （設置の申込み）  

第５条  寄附講座等の設置に係る経費等の寄附の申込みをしようとする者は、寄附

申込書（別紙様式１）を当該部局長に提出するものとする。  

 （設置の申請）  

第６条  部局長は、民間企業等から寄附講座等の設置に係る経費等の寄附の申込み

があった場合において、当該寄附講座等の設置が本学における教育研究の進展及

 



び充実に有益であると認めたときは、教授会（教授会を置かない部局にあっては

当該部局の管理運営に関する事項を審議する会議等）の議を経て、その設置を学

長に申請するものとする。  

２ 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。  

(1) 寄附申込書（別紙様式１）  

(2)  寄附講座の概要（別紙様式２）又は寄附研究部門の概要（別紙様式３） 

(3) 担当教員の履歴書 

(4) 就任承諾書（別紙様式４） 

(5) 設置申請書（別紙様式５）  

 （設置の決定）  

第７条  学長は、前条の申請内容が本学の教育研究の進展及び充実に資すると認め

られる場合は、当該寄附講座等の設置を決定する。 

（部局長等への通知及び報告）  

第８条  学長は、前条の規定により寄附講座等の設置を決定した場合は、当該部局

長にその結果を通知し、教育研究評議会及び役員会に報告するものとする。  

（存続期間等）  

第９条  寄附講座等の存続期間は、原則として２年以上５年以下とする。ただし、

特に必要がある場合には、これを更新することができる。 

２ 更新の手続は、設置の手続に準じて行うものとする。  

  （成果の公表）  

第１０条  部局長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成

果の概要を取りまとめ、公表するものとする。  

（寄附講座等の名称及び身分）  

第１１条  寄附講座等を担当する教員の名称は、寄附講座にあっては寄附講座教員

（寄附講座教授、寄附講座准教授、寄附講座講師、寄附講座助教）、寄附研究部

門にあっては寄附研究部門教員（寄附研究部門教授、寄附研究部門准教授、寄附

研究部門講師、寄附研究部門助教）とする。 

２ 寄附講座教員及び寄附研究部門教員（以下「寄附講座等教員」という。）の身 

分は、常勤教員又は非常勤教員とする。 

３ 前項の常勤教員は国立大学法人埼玉大学特定有期雇用教職員就業規則第３条第

１項に規定する特定有期雇用教職員として、非常勤教員は非常勤講師として、そ

れぞれ雇用されるものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、学長が認める場合は、第２項の常勤教員を国立大学

法人埼玉大学特別研究教員に関する規則により、特別研究教員として雇用するこ

とができる。 



 （寄附講座等の構成）  

第１２条  寄附講座等には少なくとも教授又は准教授に相当する者１人及び助教相

当以上の者１人の教員を置くものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、寄附講座等の目的である教育研究の実施上特に支障

がないと認めた場合には、教授又は准教授に相当する者１人の教員を置くことが

できる。  

３ 前２項に規定する教員のうち、少なくとも１人の教員は特定有期雇用教職員又

は特別研究教員を置くものとする。 

４ 前項に規定する教員のほかに教員を置く場合に、寄附講座等の構成員として本

学の専任教員に兼務させることができるものとする。 

 （寄附講座等教員の選考等） 

第１３条  寄附講座等教員（特別研究教員として雇用される者を除く。）の選考は、

本学の教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。 

２ 寄附講座等教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄

附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究

指導を担当することができるものとする。 

 （経費の受入れ）  

第１４条  寄附講座等の設置に係る経費の寄附は、その存続期間に係る総額を一括

して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受入れが確実であるとき

は、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。 

２ 前項の経費は、国立大学法人埼玉大学奨学寄附金受入規則の定めるところによ

り寄附金として受け入れるものとする。 

 （内容等の変更） 

第１５条  寄附講座等の内容を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例に

よる。  

 （特許等の取扱い）  

第１６条  寄附講座等教員の発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人

埼玉大学職務発明等規則の定めるところによる。  

 （雑則）  

第１７条  この規則に定めるもののほか、寄附講座等に関し必要な事項は、別に定

める。  

附 則  

この規則は、令和６年７月25日から施行する。  

  



別紙様式１（第５条関係） 

 

寄 附 申 込 書 

  年  月  日 

埼玉大学長    殿 

                     

寄 附 者 

住 所                  

 

氏 名                  

（法人にあっては、法人名及び職・氏名） 

 

 

下記のとおり寄附講座等の設置のための奨学寄附金の寄附を申し込みます｡ 

 

記 

 

1 寄附講座等の名称 

 

 

2 設置目的 

 

 

3 設置期間 

 

 

4 寄附金額   総額         円 

 

 

5 寄附方法(一括寄附又は分割寄附かの区分，分割寄附の場合はその時期，金額) 

 

 

6 寄附金の使途 

 

 

7 その他 

  



別紙様式２（第６条関係） 

寄 附 講 座 の 概 要 

 

1 部局名 

 

2 寄附講座の名称 

 

3 寄附者 

 

4 寄附者の概要 

 

5 寄附金額(施設設備等を併せて寄附する場合はその概要) 

 

6 寄附の時期及び期間 

 

7 寄附金の使途 

 

8 寄附方法 

 

9 担当教員名及び職名 

 

10 寄附講座の教育研究領域の概要(カリキュラムを含む｡) 

 

11 現有組織の構成状況及びそれらに照らした寄附受入れの必要性 

  



別紙様式３（第６条関係） 

寄 附 研 究 部 門 の 概 要 

 

1 部局名 

 

2 寄附研究部門の名称 

 

3 寄附者 

 

4 寄附者の概要 

 

5 寄附金額(施設設備等を併せて寄附する場合はその概要) 

 

6 寄附の時期及び期間 

 

7 寄附金の使途 

 

8 寄附方法 

 

9 担当教員名及び職名 

 

10 寄附研究部門の研究目的及び研究課題 

 

11 現有組織の構成状況及びそれらに照らした寄附受入れの必要性 

 

  



別紙様式４(第６条関係) 

就 任 承 諾 書 

 

    年  月  日 

 

 

埼玉大学長     殿 

 

 

氏名           

 

 

私は、(寄附講座等の名称)設置の上は、当該寄附講座等の(職名)として、  年

  月  日から就任することを承諾します。 

 

  



別紙様式５(第６条関係) 

設 置 申 請 書 

 

    年  月  日 

 

 

埼玉大学長     殿 

 

 

部局長           

 

 

このことについて、別紙のとおり寄附講座等の設置を申請します。 
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